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令和２年度に係る財政的援助団体等監査の結果に対する措置状況

第１ 監査の結果の報告

令和２年度に係る財政的援助団体等監査の結果については、令和４年５月17日に議会、

知事、教育委員会及び公安委員会に報告（令和４年５月17日付け北海道公報第306号で公

表）した。

第２ 監査の結果に基づき講じた措置

１ 指摘事項に対する措置

監査実施団体等 指 摘 事 項 講 じ た 措 置

学校法人吉田 (1) 介護従事者確保総合推進事業補助 当該団体に対し、補助金額の算定

学園 金において、補助対象とならない事 に当たっては、関係通知等を遵守

業着手日以前の経費及び翌年度事業 し、適切な事務処理を行うよう指導

に要する経費を補助対象経費とした しました。

ことから、補助金47万1,330円が過 また、過大に受領していた補助金

大となっていた。 については、返還の手続を行い、当

該金額の返納を確認しました。

学校法人吉田 (2) 私立専修学校等管理運営費補助金 当該団体に対し、補助基準額の算

学園 において、補助金の配分額の基礎と 定に当たっては、関係通知等を遵守

なる教員数を誤ったことから、補助 し、適切な事務処理を行うよう指導

金13万円が過大となっていた。 しました。

また、私立専門学校修学支援補助 また、過大に受領していた補助金

金において、対象となる学生数を誤っ については、返還の手続を行い、当

たことなどから、補助金12万3,400円 該金額の返納を確認しました。

が過大となっていた。

さらに、当該補助金において、授

業料及び入学金の減免額を誤ったこ

とから、学生に対して減免が過大と

なっているものが、３名分、８万100円、

減免を行っていないものが、１名分、

29万5,000円あった。

一般社団法人 (3) 道の補助事業の執行については、 当該団体に対し、事業の執行に当

北海道ハイヤ 補助事業者等は善良な管理者の注意 たっては、適切な事務処理を行うよ

ー協会 をもって行わなければならないが、 う指導しました。

補助事業の執行に当たり、補助事業

者は大部分の業務を他の団体に担わ
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せ、進捗状況も把握しておらず、帳

簿も一部を除き他の団体が保存して

いるなど、適切とは認められない補

助事業の執行体制となっていた。

また、補助金交付申請において、

団体の議決機関に予算案を提出する

ことを確約していたが、これを行っ

ていなかった。

さらに、正味財産増減計算書には、

当該年度における正味財産の全ての

増減内容を明瞭に表示しなければな

らないが、補助事業に係る収入と支

出を含めていなかった。

２ 指導事項に対する措置

(1) 団体に関するもの

項 目 指 導 事 項 講 じ た 措 置

ア 事業の (ｱ) 道との土地信託契約では、団体 当該団体に対し、信託の収支計算に

執行に関 は、信託の収支計算について道へ報 関する事項については、土地信託業務

するもの 告しなければならないとされてお 関係者の所掌事項及びチェック体制を

り、この報告には、処理に誤りがあ 明確化し、適切な事務処理を行うよう

った場合は、その事実や処理方法の 指導しました。

是正の内容を含むものであるが、収

支計算の取扱いにおいて、団体の規

程によらず賃料の処理をしているも

のがあったことから、団体はこれを

是正して道へ収支報告を行ったもの

の、処理に誤りがあったこと及び処

理方法を是正したことについて、報

告をしていないものがあった。

(ｲ) 私立幼稚園等管理運営費補助金に 当該団体に対し、補助金の実績報告

おいて、補助事業等が完了したとき に当たっては、関係規程に基づき、適

は、補助事業等実績報告書に事業決 切な事務処理を行うよう指導しまし

算の内容を記載した事業精算書を添 た。

付し、知事に提出しなければならな なお、適正な事業精算書の再提出が

いが、事業精算書に決算額ではな ありました。

く、予算額を記載して提出している
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ものがあった。

(ｳ) 団体が道の補助金を財源として、 当該団体に対し、間接補助事業者等

他団体に対し交付した助成金につい への交付決定に当たっては、道が行っ

ては、間接補助金に該当し、この場 た交付決定と同一の条件を付さなけれ

合にあっては、団体は、間接補助事 ばならないことを改めて周知し、適切

業者への交付決定に当たり、道が交 な事務処理を行うよう指導しました。

付決定の際に付した条件と同一の条

件を付さなければならないが、当該

条件を付していないものが２件あっ

た。

(ｴ) 新人看護職員臨床実践能力向上研 当該団体に対し、補助金額の算定に

修支援事業費補助金において、補助 当たっては、関係通知等を遵守し、適

対象とならない前年度に係る手当を 切な事務処理を行うよう指導しまし

補助対象経費に含めているものがあ た。

った。 また、再提出された実績報告書によ

り、確定済みの補助金額には影響がな

いことを確認しました。

(ｵ) 指定管理業務に係る資金の管理に 当該団体に対し、資金の管理につい

ついて、協定書では、他の会計と区 ては、北海道と協議の上、協定書の記

分して経理し、独立した帳簿及び預 載を見直し、今後は新たな協定書に基

金口座により管理しなければならな づき、適切な事務処理を行うよう指導

いとされているが、これを行ってい しました。

ないものがあった。

イ 支出に (ｱ) 団体の規程では、職員等に支給す 当該団体に対し、手当の支給に当た

関するも る手当を定めているが、定めのない っては、団体の規程に基づき、適切な

の 手当を支給しているものがあった。 事務処理を行うよう指導しました。

(ｲ) 団体の規程では、期末手当の支給 当該団体に対し、期末手当の支給に

額については、支給の都度理事会で 当たっては、支給の都度理事会で承認

決定することとされているが、これ を得る等、団体の規程に基づき、適切

を行っていないものがあった。 な事務処理を行うよう指導しました。

ウ 契約に (ｱ) 社会福祉施設整備費補助金におい 当該団体に対し、関係通知等を遵守

関するも て、当該施設整備事業の入札に係る し、適切な事務処理を行うよう指導し

の 予定価格について、実施設計に基づ ました。

き理事会で決定していたが、これと また、理事会等で議決された事項に



- 4 -

異なる予定価格により入札を実施 基づき施設整備工事を執行するに当た

し、理事会で決定した予定価格を上 り、入札前に社会福祉法人から提出さ

回る金額で契約しているものがあっ れる入札執行予定報告書において、起

た。 工決定書（案）と議事録の議決内容の

また、予定価格及び最低制限価格 整合性等、事務手続が適正かどうか確

の設定方法等については、決定書等 認することなど、「建設工事手続マニ

により法人としての決定状況を明確 ュアル」に沿った事務手続を徹底する

にしなければならないが、これを行 よう、指導・助言を行う各（総合）振

っていないものがあった。 興局に対し、改めて周知を行いまし

た。

(ｲ) 企画提案の内容及び金額により契 当該団体に対し、契約事務に当たっ

約の相手方を決定する事業におい ては、内部管理を徹底するよう指導を

て、審査の結果を契約予定者に通知 行いました。

した後、契約予定者からの追加提案 また、当該団体内においても、全職

事項を受け入れて契約したことか 員を対象に経理事務の研修を実施した

ら、契約金額が公募した際の企画提 ことを確認しました。

案指示書における予算上限額を超え

ているものがあった。

エ 財産管 団体の規程では、団体が借用する 当該団体に対し、固定資産の借用に

理に関す 固定資産については、団体の固定資 当たっては、団体の規程に基づき、適

るもの 産に準じ、固定資産台帳を備え、そ 切な事務処理を行うよう指導しまし

の増減等を記録しなければならない た。

が、医療総合情報システムの賃貸借

契約において借用したサーバやアプ

リケーションなどの固定資産につい

て、当該台帳に記録していないもの

があった。

オ その他 (ｱ) 団体の規程では、事業計画及び収 当該団体に対し、事業計画及び収支

団体の経 支予算については、幹事会の承認を 予算の議決に当たっては、団体の規程

理に関す 得た後、事業開始前に総会の議決を に基づき、適切な事務処理を行うよう

るもの 得なければならないが、事業開始後 指導しました。

に開催した総会において議決を得て

いるものがあった。

(ｲ) 団体の規程では、事業計画につい 当該団体に対し、事業計画の作成に

ては、毎会計年度開始前に理事長が 当たっては、団体の規程に基づき、所

編成し、あらかじめ評議員会の意見 定の手続を行うよう指導しました。
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を聴き、理事会において議決を得な

ければならないが、事業計画を作成

していないものがあった。

(ｳ) 団体の規程では、予算について、 当該団体に対し、予算及び決算、並

あらかじめ評議員会の同意を得て、 びに事業計画の作成に当たっては、団

毎会計年度開始前に理事会の議決を 体の規程に基づき、所定の手続を行う

得なければならないが、これらを年 よう指導しました。

度開始後に行っているものがあっ

た。

また、決算については、毎会計年

度終了後２か月以内に評議員会に報

告し、その同意を得なければならな

いが、これらを行っていないものが

あった。

さらに、学校法人は、毎会計年

度、事業計画を作成しなければなら

ないが、これを作成していないもの

があった。

(ｴ) 団体の規程では、予算、決算は、 当該団体に対し、事業の執行に当た

経常会計及び特別会計により構成す っては、団体の規程に基づき、適切な

ることとされ、このうち経常会計に 会計処理を行うよう指導しました。

は、一般会計や中小企業相談所会計

などの会計区分を設けていることか

ら、収支決算については、それぞれ

該当する会計別に作成することとな

るが、「新北海道スタイル」構築促

進事業に係る補助金の収支につい

て、中小企業相談所会計において整

理し決算を行うべきところ、収入に

ついて一般会計により決算を行って

いるものがあった。

(2) 道の部局に関するもの

項 目 指 導 事 項 講 じ た 措 置

ア 補助事業者において、補助対象と 当該団体に対し、過大に受領してい

ならない事業着手日以前の経費及び た補助金については、返還の手続を行
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翌年度事業に要する経費を補助対象 い、当該金額の返納を確認しました。

経費としたもの、補助金の配分額の また、補助金の額の確定に当たって

基礎となる教員数を誤ったもの、関 は、提出された実績報告等の書類を十

連する収入を交付金の算定上、自己 分精査し、必要に応じて現地調査を実

財源に含めなかったものがあり、こ 施するなど、適切な事務処理に努めま

のため補助金等が過大となっている す。

ものなどがあった。

これらのことから、所管部局にお

いては、書類の審査を適切に行い、

必要に応じて現地調査をするなどし

て、補助金の額の確定を適正に行う

とともに、団体に対して適切な事務

処理を行うよう指導することが必要

なものが２件あった。

イ 道の補助事業の執行については、 当該団体に対し、事業の執行に当た

補助事業者等は善良な管理者の注意 っては、適切な事務処理を行うよう指

をもって行わなければならないが、 導しました。

補助事業の執行に当たり、補助事業 また、当該団体が今後の事業執行に

者は大部分の業務を他の団体に担わ 当たり、他の団体に業務を担わせるこ

せ、進捗状況も把握しておらず、帳 となく、当該団体内において適切に事

簿も一部を除き他の団体が保存して 業執行する体制とすることを確認した

いるなど、適切とは認められない補 ことから、引き続き、当該団体を補助

助事業の執行体制となっているもの 対象として事業を実施しますが、今後

があった。 も補助事業者の選定に当たっては、団

また、補助金交付申請において、 体の事業執行体制について確認するよ

団体の議決機関に予算案を提出する う努めます。

ことを確約していたが、これを行っ

ていないものがあった。

さらに、正味財産増減計算書に

は、当該年度における正味財産の全

ての増減内容を明瞭に表示しなけれ

ばならないが、補助事業に係る収入

と支出を含めていないものがあっ

た。

これらのことから、所管部局にお

いては、適切な事務処理を行うよう

指導するとともに、補助事業者の選

定に当たっては、団体の事業執行体

制について確認することが必要なも
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のがあった。

３ 検討事項に対する措置

項 目 指 導 事 項 講 じ た 措 置

(1) 職業病・労働災害対策事業におい 当該団体に対し、寄付金その他の収

て、補助事業者は研修や講習会の受 入金があるときは、補助金等の額の算

講料収入を得ているが、道は、補助 定に当たり、当該寄付金その他の収入

事業の財源として、道費補助金以外 金の控除等を行うよう指導するととも

の収入金がある場合の取扱いについ に、北海道告示に明示しました。

て定めていないことから、当該補助

事業に係る補助金の算定における受

講料収入の取扱いについて検討する

必要がある。

(2) ぐるっと北海道・公共交通利用促 令和４年度ぐるっと北海道・公共交

進補助事業において、補助対象経費 通利用促進補助事業実施要綱におい

は割引乗車券等の販売に際し、購入 て、補助対象となる乗車クーポン券に

者に対して割引した額などとされ、 ついては、利用実績に基づき精算を行

団体は、印刷製本に要した経費など うことを明確化しました。

のほか、販売時の割引額と同額の補

助金の交付を受けている。

一方、団体やタクシー事業者等に

おいては、販売した割引乗車券等の

利用に応じた精算を行っており、こ

の結果、割引乗車券の購入者が使用

しなかった当該乗車券の券面金額相

当額が、精算を行う事業者等におい

て残留していることから、その取扱

について検討する必要がある。


